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健全化判断比率等審査意見の提出について 
 

 
 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び第２２条

第１項の規定により、審査に付された令和３年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率

並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果について次のとおり

意見を提出します。 

 



令和３年度決算に基づく健全化判断比率審査意見 
 
１ 審査の概要 
  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを 

主眼として実施しました。 
 
２ 審査の期間 
  令和４年８月２日 
 
３ 審査の結果 
（１）総合意見 
  審査に付された下記の健全化判断比率は、その算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、適正に算出されているものと認められます。 
 

記 
 

健全化判断比率 令和３年度 令和２年度 令和元年度 早期健全化基準 

①実質赤字比率  －    (％) －    (％) －    (％) １４.８ (％) 

②連結実質赤字比率           －            －            －  １９.８ 

③実質公債費比率 ６.２ ５.８ ４.８ ２５.０ 

④将来負担比率 ４５.７ ６６.９ ７６.４ ３５０.０ 

 
（２）個別意見 
①実質赤字比率について 

   令和３年度の実質赤字比率は、実質収支額が３億１,３５３万６千円の黒字となっているため、数値なしとなっています。 
②連結実質赤字比率について 

   令和３年度の連結実質赤字比率は、連結実質収支額が１２億４,６６１万５千円の黒字となっているため、数値なしとなっています。 
③実質公債費比率について 

   令和３年度の実質公債費比率は６.２％（対前年比０.４ポイントの増）となっており、３ヶ年の平均値としては増加しているものの、令和２年

度の単年度比率と比較すると減少しており、早期健全化基準の２５.０％を大幅に下回っています。 
④将来負担比率について 

   令和３年度の将来負担比率は４５.７％（対前年比２１.２ポイントの減）となっており、減の主な要因は、赤砂崎開発事業に伴う土地売却損に

対する計画的な損失補てん等による将来負担額の減及び標準財政規模の増によるもので、早期健全化基準の３５０.０％を大幅に下回っています。 



令和３年度決算に基づく資金不足比率審査意見 
 

１ 審査の概要 
   この審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として 

実施しました。 

 

２ 審査の対象 
   令和３年度 下諏訪町水道事業会計 

   令和３年度 下諏訪町下水道事業会計 

   令和３年度 下諏訪町温泉事業特別会計 

 

３ 審査の期間 
   令和４年８月２日 

 

４ 審査の結果 
   審査に付された下記の資金不足比率は、その算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、適正に算出されているものと認められます。 

 

記 

 

会 計 等 名 令和３年度 令和２年度 令和元年度 経営健全化基準 

①水道事業会計 －   (％) －   (％) －    (％) ２０.０ (％) 

②下水道事業会計         －         －        － ２０.０ 

③温泉事業特別会計         －         －        － ２０.０ 

※各会計等に資金不足額が生じていないため、資金不足比率は「－」で表示しています。 


